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別紙 ４ 

事後調査の結果 

調査項目：土壌汚染 

1. 調査事項 

(1) 予測した事項 

工事の施行に伴い発生する建設発生土、しゅんせつ土による新たな土地への土壌汚染の拡

散の可能性の有無とした。 

 

(2) 予測条件の状況 

① 埋戻し等に用いる土砂の試料採取・分析試験 

② しゅんせつ土の試料採取・分析試験 

③ 地盤改良セメント系固化剤の六価クロム溶出試験 

 

(3) 環境保全のための措置の実施状況 

 

2. 調査地域 

調査地域は、計画道路及びその周辺とした。 

 

3. 調査手法 

(1) 調査時点及び調査期間 

ア 予測した事項 

工事の施行中における掘削工事・しゅんせつ工事の実施時点とした。 

 

イ 予測条件の状況 

各工事の実施前に実施した。 

 

ウ 環境保全のための措置の実施状況 

工事の施行中の随時とした。 

 

(2) 調査地点 

ア 予測した事項 

施工区域及びその周辺とした。 

 

イ 予測条件の状況 

施工区域及びその周辺とした。 

 

ウ 環境保全のための措置の実施状況 

施工区域及びその周辺とした。 
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(3) 調査方法 

ア 予測した事項 

『イ 予測条件の状況』、『ウ 環境保全のための措置の実施状況』を整理する方法とした。 

 

イ 予測条件の状況 

① 埋戻等に用いる土砂の試料採取・分析試験 

「土壌汚染対策法」（以下、「土対法」という）及び「土壌の汚染に係る環境基準につい

て」に基づく方法とした。 

 

② しゅんせつ土の試料採取・分析試験 

「海洋汚染等及び海上災害防止に関する法律施行令第 5条第 1項に規定する埋立場所等

に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（以下、「判定基準

を定める省令」という）に基づく方法とした。 

 

③ 地盤改良セメント系固化剤の六価クロム溶出試験 

「セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」

に基づく方法とした。 

 

ウ 環境保全のための措置の実施状況 

現地確認及び関連資料の整理による方法とした。 
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4. 調査結果 

4.1 事後調査の結果の内容 

(1) 予測した事項 

建設発生土は、埋戻に再利用するため、中央防波堤の指定場所に保管したほか、埋戻及び

中央防波堤の工事間で再利用した。建設発生土保管場所は、図 4-1に示すとおり、中央防波

堤に４箇所設置されている。また、土砂運搬時は飛散防止のためシート養生していた。 

なお、施工区域内は「土対法」の規定に基づく要措置区域（第６条）及び形質変更時要届

出区域（第 11条）に指定された区域はなく、土地の形質の変更の着手前に「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」（以下、「環境確保条例という」）第 117 条及び「土対法」第

４条の規定に基づき「土地利用の履歴等調査届出書」及び「一定規模以上の土地の形質の変

更届出書」の手続きを行い、地歴調査等により土壌汚染のおそれがない土地であることを確

認した。 

また、南北水路での井筒内掘削に伴い発生するしゅんせつ土及び東西水路でのしゅんせつ

工事に伴い発生するしゅんせつ土は、「判定基準を定める省令」に基づき試料分析を行い、判

定基準値への適合を確認した上で新海面処分場埋立地の埋立用材として再利用した。 

以上のことから、建設発生土及びしゅんせつ土による新たな土地への土壌汚染の拡散はな

いと考えられる。 
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(2) 予測条件の状況 

1) 埋戻し等に用いる土砂の試料採取・分析試験 

平成 30年度に発生した建設発生土については、中央防波堤の指定の場所に保管したほか、

埋戻及び中央防波堤の工事間で再利用したため、建設発生土の場外への搬出はなく、土砂の

分析は実施していない。 

 

2) しゅんせつ土の試料採取・分析試験 

しゅんせつ土を新海面処分場埋立地の埋立用材として再利用するにあたり、しゅんせつ土

の分析を行った。 

しゅんせつ土の採取位置は、図 4-2に示す５地点において表層４点、表層下９点の合計 13

点である。 

分析項目は、「判定基準を定める省令」に定める 34項目及び「ダイオキシン類による大気

の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む）及び土壌の汚染に係る環境基準について」

（以下、「ダイオキシン類環境基準」という）に定める水底の底質の１項目（ダイオキシン類

の含有試験）の合計 35項目とした。 

判定基準は表 4-1、分析結果は表 4-2 に示すとおりであり、全地点、全項目とも判定基準

を満足した。 

 

3) 地盤改良セメント系固化剤の六価クロム溶出試験 

平成 30年度は、地盤改良工事を実施していないため、六価クロムの溶出試験は実施してい

ない。 
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(3) 環境保全のための措置の実施状況 

平成 30年度の工事において、土壌汚染を対象とした環境保全のための措置の実施状況は、

表 4-3に示すとおりである。 

なお、平成 30年４月から平成 31年３月までの間に土壌汚染に関する苦情はなかった。 

 

表 4-3 環境保全のための措置の実施状況（土壌汚染） 

環境保全のための措置 実施状況 

施設の建設にあたっては、「環境確保条例」

第 117条及び「土対法」第４条の規定等に基づ

き、土地の形質の変更に関する届出等、必要に

応じて適切な措置を実施するものとする。 

平成 28年度に「環境確保条例」第 117条及び「土

対法」第４条の規定に基づき届出を行い、地歴等

により汚染のおそれがないことを確認した。 

運搬土壌からの飛散防止のため、防塵シート

で工事用車両の荷台を被覆し、車体やタイヤの

洗浄を実施する等、周辺環境の保全に努める。 

工事用車両は土砂運搬時に防塵シートを使用

し、荷台を被覆して土砂の飛散防止に努めた。ま

た、車体やタイヤに付着した泥や汚れに対しては、

適時ハイウォッシャーによるタイヤの洗浄を行

い、粉じん等の飛散防止に努めた（写真 4-1 参照）。 

また、建設発生土の保管場所についてもシート

養生を行い粉じん等の飛散防止に努めた（写真

4-2）。 
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写真 4-1(1) 粉じん飛散対策（防塵シート） 

 

 

 

写真 4-1(2) 粉じん防止対策（タイヤの洗浄） 
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写真 4-2 建設発生土の飛散防止状況（シート養生） 

 

 

余 白 
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4.2 評価書の予測結果と事後調査結果との比較検討 

事後調査の結果、建設発生土は、中央防波堤の指定場所に保管したほか、埋戻及び中央防

波堤の工事間で再利用したため、平成 30年度に発生した建設発生土の場外への搬出は行って

いない。なお、土砂運搬時は飛散防止のため荷台をシート養生したほか、建設発生土の保管

場所ではシート養生により粉じん等の飛散防止に努めた。 

また、土地の形質の変更の着手前に「環境確保条例」第 117条及び「土対法」第４条の規

定に基づき「土地利用の履歴等調査届出書」及び「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」

の手続きを行い土壌汚染のおそれがない土地であることを確認した。 

しゅんせつ土は、「判定基準を定める省令」に定める判定基準及び「ダイオキシン類環境基

準」の水底の底質の環境基準を満足していることを確認の上、新海面処分場埋立地の埋立用

材として再利用した。 

「環境影響評価書」では、「埋戻等に用いる土砂は、発生場所において事前に試料採取・分

析試験を行い、法令の基準に適合する建設発生土を使用する」と予測している。また、しゅ

んせつ土については、「事前に『判定基準を定める省令』等の項目について基準値への適合状

況を確認し、法律に基づく適切な措置を行う」ことから「土壌を汚染することはない」と予

測していた。 

事後調査の結果、工事の施工に伴い発生する建設発生土、しゅんせつ土による新たな土地

への土壌汚染の拡散の可能性はないと考えられる。以上のことから評価の指標である「計画

道路周辺の土壌に著しい影響を及ぼさないこと」を満足していると考えられる。 

 


